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①証明書の発行依頼 

②証明書の発行依頼（工業会指定用紙 様式１ 

指定のチェックリスト様式２及びエビデンス、 

返信用封筒を同封し郵送にて申請） 

③確認審査後、証明書を同封の封筒にて郵送 

（証明書のコピー、チェックリスト、エビデンス 

を工業会が保管） 

④証明書の転送 

☆整理番号は会員の場合は英文字の次に連番を記入する 例）ニコン：ＮＩ・・・ 

☆非会員の場合証明書発行時に工業会が記載する  ☆代表者は部長以上でＯＫ 

☆海外製品の場合は代理店の代表者でＯＫ 

☆費用：会員 1,000円/件、非会員 4,000円/件 税込        

 個別または、月末にまとめて請求する 

整理番号頭２~３文字（生産性向上設備税制証明書と同じ） 

 ㈱エビデント：EV ㈱小坂研究所：KLL 中央精機㈱：CS ㈱ニコンソリューションズ：NI ㈱ミツトヨ：MIT ㈱溝尻光学工業所：MZ 

  日本ヴィジョンエンジニアリング㈱：VI 昭和オプトロニクス㈱：SOC ㈱昭和サイエンス：SSC  ㈱菱光社：RY ㈱フローベル：FL ㈱三啓：SN 

 パール光学工業㈱：PE カールツアイス㈱：ZE YKT㈱：YKT ㈱XTIA：OC 三鷹光器㈱：MK  

 

＊申請内容はマル秘扱いとし確認審査の 

目的以外には使用いたしません 


